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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成30年2月8日(2018.2.8)

【公表番号】特表2017-505843(P2017-505843A)
【公表日】平成29年2月23日(2017.2.23)
【年通号数】公開・登録公報2017-008
【出願番号】特願2016-549429(P2016-549429)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｊ   5/06     (2006.01)
   Ｄ０６Ｍ  15/59     (2006.01)
   Ｄ０６Ｍ  15/55     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｊ    5/06     ＣＥＺ　
   Ｄ０６Ｍ   15/59     　　　　
   Ｄ０６Ｍ   15/55     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成29年12月25日(2017.12.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリマー材料を含むマトリックスと、
　ポリエーテルイミドで集束された繊維、エポキシで集束された繊維、及びそれらの組み
合わせからなる群から選択された少なくとも１つの集束された繊維と、
を含み、
　前記繊維は前記マトリックスに埋め込まれる
ことを特徴とする複合材料。
【請求項２】
　前記ポリマー材料は、芳香族ポリケトン、ポリエーテルエーテルケトン、ポリフェニル
スルホン、ポリベンゾイミダゾール、ポリエーテルスルホン、ポリスルホン、ポリカーボ
ネート、ポリフェニレンエーテル、ポリフェニレンスルファイド、ポリエーテルイミド、
又はポリエーテルイミドコポリマーを含むことを特徴とする請求項１に記載の複合材料。
【請求項３】
　前記ポリマー材料は、式（４）のポリエーテルイミドを含み、

　ａは１より大きく、
　式（４）中のＶ基は、（ａ）エーテル基により置換された５～５０の炭素原子を有する
飽和、不飽和、又は芳香族単環式及び複環式基、（ｂ）エーテル基により置換された１～
３０の炭素原子を有する直鎖又は分岐鎖の飽和又は不飽和アルキル基、又は（ａ）及び（
ｂ）の組み合わせであり、
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　Ｒ基は、（ａ）６～２０の炭素原子を有する芳香族炭化水素基及びそれらのハロゲン化
誘導体、（ｂ）２～２０の炭素原子を有する直鎖又は分岐鎖アルキレン基、（ｃ）３～２
０の炭素原子を有するシクロアルキレン基、又は（ｄ）式（５）の２価基であり、

　Ｑ１は、－Ｏ－、－Ｓ－、－Ｃ（Ｏ）－、－ＳＯ２－、－ＳＯ－、ＣｙＨ２ｙ－を含み
、
　ｙは１～５の整数である
ことを特徴とする請求項１に記載の複合材料。
【請求項４】
　前記ポリエーテルイミドは、パラ－クミルフェノール、脂肪族アミン、又は芳香族アミ
ンによりエンドキャップされることを特徴とする請求項２に記載の複合材料。
【請求項５】
　前記ポリエーテルイミドは、１００ｐｐｍ以上６００ｐｐｍ以下の量のヒドロキシル基
を有することを特徴とする請求項３又は４に記載の複合材料。
【請求項６】
　集束された繊維は、炭素繊維、ガラス繊維、アラミド繊維、ポリパラフェニレンテレフ
タルアミド繊維、及びそれらの組み合わせを含むことを特徴とする請求項１から５のいず
れかに記載の複合材料。
【請求項７】
　前記繊維は、前記繊維の重量を基準として、０～７重量％の百分率の集束剤を有するこ
とを特徴とする請求項１から６のいずれかに記載の複合材料。
【請求項８】
　前記繊維は、１～２０μｍの直径を有することを特徴とする請求項１から７のいずれか
に記載の複合材料。
【請求項９】
　前記繊維は、０．５～７ｇ／ｃｍ３の密度を有することを特徴とする請求項１から８の
いずれかに記載の複合材料。
【請求項１０】
　前記ポリエーテルイミドは、パラ－クミルフェノール末端ポリエーテルイミドであり、
複合材料は、６８～１２０ＭＰａの界面剪断応力を有することを特徴とする請求項２から
９のいずれかに記載の複合材料。
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